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所得税の課税ベースと社会保険料の賦課対象（給与収入700万円の場合） 

（例１） 給与収入700万円／年、通勤手当10万円／年（夫婦子１人の給与所得者）の者の場合 

通勤
手当 

 

  10
万円 

通勤
手当 

 

10 
万円 

所得税 

厚生年金 

・ 
健康保険 

標準報酬＋標準賞与 

× 社会保険料率（一定） 

○ 所得税と社会保険料では、同じ給与収入の者でも課税ベース・賦課対象が大きく異なる。 

課税所得 
 

326万円 

× 所得税率（段階制） 

給与所得控除 
 

190万円 

社会 
保険料 
控除 

 
70万円 

基礎
控除 

 
38 
万円 

配偶
者 
控除 
38 
万円 

一般
扶養 
控除 
38 
万円 

710万円 

給与収入700万円 

合計374万円 
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所得税の課税ベースと社会保険料の賦課対象（給与収入1,500万円の場合） 

（例２） 給与収入1,500万円／年、通勤手当10万円／年（夫婦子１人の給与所得者）の者の場合 

通勤
手当 

 

 10 
万円 

 通勤 

 手当 

10万円 

所得税 

標準報酬＋標準賞与※（上限） 
 

1,054万円 

× 社会保険料率（一定） 

○ 所得税と社会保険料では、同じ給与収入の者でも課税ベース・賦課対象が大きく異なる。 

課税所得 
 

1,027万円 

× 所得税率（段階制） 

給与
所得
控除 

 
 

245万
円 

社会 
保険
料控
除 
 

114 
万円 

基
礎
控
除 
 

38 
万
円 

配
偶
者 
控  
除 
38 
万
円 

一
般
扶
養 
控
除 
38 
万
円 

標準報酬＋標準賞与 
 

1,510万円 

厚生年金 

 
 

健康保険 
 通勤 

 手当 

10万円 

※ 賞与は年２回とする。 

給与収入1,500万円 

合計473万円 
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